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総与信額に
対する比率金　　額

2020年3月末

総与信額に
対する比率金　　額

2020年9月末
区　　　　　　　　　　分

不良債権の状況

（開示対象債権：貸出金及び貸出金関連債権のすべて） （単位：百万円）
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※百万円未満及び小数点第3位以下は切り捨てて表示しております。

◎上記に対する説明
１．2020年9月末の「破産更生債権額及びこれらに準ずる債権額」及び「危険債権額」は同年3月末時点における債務者区分(※)

残高を前提とし、同年4月1日から9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実、ならびに債務者区分の変更があった
債務者について、稚内信用金庫の定める自己査定基準に基づき債務者区分の見直しを行い、債務者区分の変更と認められ
る額を反映しております。

　　この場合、債務者区分が下方に変更になった場合を対象とし、債務者に対する債権額を新たに加算、または「危険債権額」
を減算し「破産更生債権額及びこれらに準ずる債権額」を加算しております。なお、回収額は減算しております。

　　※債務者区分との関係
・「破産更生債権額及びこれらに準ずる債権額」は実質破綻先、破綻先に対する債権額です。
・「危険債権額」は破綻懸念先に対する債権額です。
・「要管理債権額」のうち「3ヵ月以上延滞債権額」とは、元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として
3ヵ月以上遅延している貸出金額（上記｢破産更生債権額等」、及び「危険債権額」を除く）です。
・「要管理債権額」のうち「貸出条件緩和債権額」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金額（上記「破産更生
債権額等」、「危険債権額」及び「3ヵ月以上延滞債権額」を除く）です。

２．2020年9月末の「要管理債権額」は、同年3月末時点における残高を前提とし、同年4月1日から9月末までの間に正常先、
要注意先に対する債権額のうち①新たに3ヵ月以上延滞となった債権額、②新たに貸出条件を緩和したことを確認
している債権額を加算し、｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に変更になった債権額並びに回収額
を減算しております。

３．2020年9月末の担保・保証付等債権額につきましては半期中の増減額を勘案しております。
４．「貸倒引当金」は、正常債権以外の債権に対して引当てた金額を記載しております。
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金融再生法ベースの債務者区分による開示

破産更生債権額及びこれらに準ずる債権額

危 険 債 権 額

要 管 理 債 権 額

（Ｃ）のうち3ヵ月以上延滞債権額

（Ｃ）のうち貸出条件緩和債権額

小 　 計 　 額

正 常 債 権 額

総 与 信 額

（Ｄ）のうち、担保・保証付等債権額

実 質 不 良 債 権 額

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

貸 倒 引 当 金 合 計 額

保 全 額

保 全 率

実質不良債権額に対する引当率

回 収 可 能 債 権 額
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